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１．沿  革 

年 月 日             概           要 
 
昭和２３年 ４月 「人類永遠の平和と健康のためこの殿堂を捧げる」という扁額とともに復興後援会（会長 花岡

和夫氏）より千葉市神明町（旧県中央保健所敷地）に新築された庁舎（建物 220 坪 727.28 ㎡）及

び必要備品の寄贈を受け、細菌検査所と衛生試験所が移転した。 
  ２４年 ４月 細菌検査所、衛生試験所を統合して、千葉県衛生研究所を設置、庶務課、細菌検査部、化学試験、

病理検査部を置く。 

  ２５年 ３月 薬品倉庫及び雑品庫建築。 

  ２７年１２月 乳肉検査室増築。 

  ２８年 １月 動物飼料庫増築。 

  ２８年１０月 組織変更、庶務課、細菌検査室、薬品食品室に改める。 

  ３５年 ４月 組織変更、環境衛生室を新設。 

  ３９年 ２月 千葉市神明町 205-8 に新庁舎工事着工。 

  ３９年１０月 新庁舎竣工。 

  ４０年 ７月 組織変更、庶務課、細菌研究室、薬品食品研究室、環境衛生研究室に名称を改め、公害研究室を

新設。 

  ４０年 ９月 庁舎管理移管、衛生研究所及び保健婦助産婦専門学院合同庁舎管理引継ぐ。 

  ４１年 ３月 薬品庫、動物飼育舎新築。 

  ４１年 ４月 組織変更、庶務課を総務課に改める。 

  ４１年 ９月 組織変更、ウイルス研究室を新設。 

  ４２年 ４月 公害研究所設立準備室を設置。（公害課内） 

  ４３年 ８月 公害研究所設置、大気汚染に関する業務を移掌。 

         組織変更、公害研究室を水質汚濁研究室に改める。 

  ４６年 ５月 薬品食品研究室を医薬品研究室と食品化学研究室に改める。 

  ４６年 ８月 保健婦助産婦専門学院移転。 

  ４７年 ４月 水質保全研究所設置により水質汚濁に関する業務を移掌。 

  ４７年１２月 薬品貯蔵庫新築。 

  ５０年 ３月 千葉市仁戸名町 666 番地２号に新庁舎工事着工。 

  ５１年 ３月 新庁舎竣工。 

  ５１年 ４月 組織変更、環境衛生研究室を生活環境研究室に名称を改め、環境保健研究室、医動物研究室、疫

学調査研究室を新設し、１課８室となる。次長職設置。 

  ５１年 ５月 新庁舎（仁戸名）に移転。 

  ５２年 ３月 倉庫新設。 

  ５２年 ９月 敷地の一部（297.5 ㎡）を消防学校へ所属換えする。 

平成１３年 ４月 組織変更、千葉県食品衛生検査所と統合。総務課、８研究室、２検査課となる。 

  １４年１０月 組織変更、旧血清研究所の一部業務を引継ぎ、生物学的製剤研究室を新設し、３課９室となる。 

  １５年 ４月 組織変更、疫学調査研究室を感染疫学研究室に名称を改め、健康疫学研究室を新設し、３課１０

室となる。 

  １６年 ４月 組織変更、環境保健研究室を廃止し、３課９室となる。 

    １７年 ４月 組織変更、生物学的製剤研究室を廃止し、３課８室となる。 

 

（検査課の年譜） 

昭和５０年度 千葉県新総合５か年計画事業に「食品衛生監視体制の強化」が計画された事業の一環として食品衛

生検査所の設置が決定される。 

昭和５２年度 旧衛生研究所（千葉市神明町）の改修工事を行い、内外装及び施設工事を実施。 

昭和５３年 ４月 千葉県食品衛生検査所として発足し、検査機材等の整備を図る。 

昭和５３年１０月 試験検査業務を開始する。 

昭和５９年 ４月 庶務業務は、中央食肉衛生検査所庶務課の兼務となり、庁舎の管理に関する公有財産は、同食肉衛

生検査所の所管となる。 

平成１３年 ４月 食品衛生検査所の名称を廃し、衛生研究所に検査第一課、検査第二課として増課する。  
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２．組 織 及 び 分 掌 事 務 

 

  １．所内の総合的な企画及び調整に関すること。 

総  務  課(5)  ２．所内の機械及び器具の管理に関すること。 

  ３．庶務に関すること。 

   

  １．細菌学的調査研究及び試験検査に関すること。 

細 菌 研 究 室(7)  ２．血清学的調査研究及び試験検査に関すること。 

  ３．食品衛生に係る真菌学的調査研究及び試験検査に関すること。 

  ４．細菌の分子生物学的調査研究及び試験検査に関すること。 

   
  １．ウイルスの調査研究及び試験検査に関すること。 

ウイルス研究室(5)  ２．リケッチアの調査研究及び試験検査に関すること。 

  ３．感染症等の疫学調査に関すること。 

  ４．感染症の流行予測に必要な調査研究及び試験検査に関すること。 

   
  １．医動物に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

医 動 物 研 究 室(3)  ２．内部寄生虫に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

  ３．殺虫剤に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

   
医 薬 品 研 究 室(5)  １．医薬品等に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

  ２．毒物劇物等に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

   
食品化学研究室(5)  １．食品衛生に係る理化学的調査研究及び試験検査に関すること。 

 
 

２．生体内の環境汚染物質の毒性に係る生化学的な調査研究及び試

験検査に関すること。 

   

  １．飲料水の調査研究及び試験検査に関すること。 

生活環境研究室(7)  ２．温泉の調査研究及び試験検査に関すること。 

  ３．下水処理施設の機能に係る調査研究及び試験検査に関すること。 

  
４．飲料水及び浴槽水等に由来する感染症に係る調査研究及び試験

検査に関すること 

   

  １．感染症等の疫学調査及び研究に関すること。 
 

感染疫学研究室(2)  
２．感染症発生動向調査、解析及び情報の提供（感染症情報センタ

ー）に関すること。 

  ３．感染症等の健康危機対策に係る疫学調査研究に関すること。 

  ４．旧血清研究所の生物学的製剤の保管及び管理に関すること。 

   

  １．予防医学及び健康づくりに有益な疫学調査研究に関すること。 

健康疫学研究室(6)  ２．性差を考慮した医療の調査研究に関すること。 

 
 

３．公衆衛生に係る情報等の収集、蓄積及び解析並びに情報の提供

に関すること。 

   
検 査 第 一 課(6)  １．食品衛生に係る理化学的試験検査に関すること。 

   
検 査 第 二 課(6)  １．食品衛生に係る微生物学的試験検査に関すること。 

 

            （  ）内は職員数 
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